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梨
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梨
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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
と
指
定
の
目
的

次
に
掲
げ
る
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

昭
和
五
十
八
年
五
月
二
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
五
十
二
号
（
一
に
係
る
も
の
に
限

る
。）、
昭
和
五
十
九
年
一
月
二
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
四
十
三
号
、
昭
和
五
十
九
年
四

月
十
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
五
号
、
昭
和
六
十
年
五
月
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
五

十
号
（
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
昭
和
六
十
年
七
月
二
十
三
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
二
十

四
号
（
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
昭
和
六
十
二
年
四
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
四
十

号
、
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
十
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
九
百
九
十
七
号
（
一
に
係
る
も
の
に
限

る
。）、
平
成
元
年
十
一
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
百
二
十
一
号
、
平
成
六
年
九
月
十
三

日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
八
十
五
号
（
一
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
平
成
十
二
年
一
月
十
三

日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
十
六
号

二
　
変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

変
更
後
の
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
及
び
樹
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
関
係
町
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
決
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
東
部
建
設
事
務

所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
　
　
線
　
富
士
吉
田
山
中
湖
自
転
車
道
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

備
　
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
二
六
四
三
番
地

五
・
五
〜

一
一
一
六
・
〇

先
か
ら

一
六
・
七

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
二
四
四
一
番
の

一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
二
十
六
号
　
　
平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

一
月
三
十
一
日

第
千
八
百
二
十
六
号

木　曜　日



路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に

お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
大
菩
薩
初
鹿
野
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
州
市
大
和
町
木
賊
字
棚
沢
七
〇
五
番
の
一
地
先

旧

九
・
六
〜

一
八
〇
・
〇

か
ら

三
三
・
六

甲
州
市
大
和
町
木
賊
字
棚
沢
七
〇
五
番
の
一
地
先

ま
で

新

一
〇
・
七
〜

一
八
〇
・
〇

六
一
・
五

甲
州
市
大
和
町
木
賊
字
棚
沢
七
〇
五
番
の
一
地
先

旧

一
四
・
三
〜

二
四
・
〇

か
ら

二
一
・
八

甲
州
市
大
和
町
木
賊
字
棚
沢
七
〇
五
番
の
一
地
先

ま
で

新

一
四
・
三
〜

二
四
・
〇

三
三
・
六

甲
州
市
大
和
町
木
賊
字
棚
沢
七
一
〇
番
の
四
地
先

旧

一
四
・
六
〜

九
〇
・
〇

か
ら

二
六
・
九

甲
州
市
大
和
町
木
賊
字
棚
沢
七
一
〇
番
の
八
地
先

ま
で

新

一
九
・
六
〜

九
〇
・
〇

三
一
・
八

山
梨
県
告
示
第
三
十
三
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の
　
路
　
線
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

種
類

県
道
　
　
甲
府
市
川
三
　
甲
府
市
国
母
七
丁
目
一
〇
〇
〇
番
の
一
地
先
か
ら

郷
線
　
　
　
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
字
神
屋
一
一
八
番
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
徳
島

堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

退
　
任役

職
名

氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

石
井
　
丑
蔵
　
韮
崎
市
神
山
町
鍋
山
一
七
五
九
　
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一

日

'

基
本
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年

一
月
十
八
日
付
け
で
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
十
九
年
五
月
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町

'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
二
十
六
号
　
　
平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

四
四



平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
組
合
の
名
称

富
士
吉
田
市
中
丸
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
務
所
の
所
在
地

富
士
吉
田
市
下
吉
田
千
八
百
四
十
二
番
地
　
富
士
吉
田
市
役
所
都
市
整
備
課
内

三
　
施
行
地
区

富
士
吉
田
市
小
明
見
字
先
土
久
保
、
字
中
丸
、
字
愛
地
宿
、
字
上
中
丸
及
び
字
滝
澤
の
各
一
部

四
　
設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
八
日

五
　
変
更
後
の
事
業
施
行
期
間

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で

六
　
変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
字
村
前
五
五
の
一
四
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

富
士
吉
田
市
上
吉
田
四
千
四
百
二
十
九
デ
ュ
オ
ス
カ
ー
ラ
一
番
館
一
〇
一
号
　
大
森
啓
庁

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
文
化
財
を
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
及
び
山
梨
県
指
定
無
形
民

俗
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
輿
　
　
石
　
　
順
　
　
一

一
　
有
形
文
化
財
の
部

建
造
物

名
　
称

員
　
数

構
　
造
　
及
　
び
　
形
　
式

所
有
者
所
有
者
の
住
所
所
在
の
場
所

旧
外
川
家

三
棟

富
士
吉
富
士
吉
田
市
下
富
士
吉
田
市

住
宅

田
市

吉
田
一
八
四
二
上
吉
田
三
丁

主
屋

桁
行
一
〇
・
九
七
メ
ー
ト
ル
、

番
地

目
五
〇
一
番

梁
間
七
・
三
一
メ
ー
ト
ル
、
一

一
、
五
〇
四

重
、
切
妻
造
、
鉄
板
葺
。
西
側

番
一

正
面
に
式
台
玄
関
及
び
中
の
口
、

式
台
桁
行
一
・
五
一
メ
ー
ト
ル
、

梁
間
三
・
六
六
メ
ー
ト
ル
、
寄

棟
造
、
鉄
板
葺
。
北
西
側
に
勝

手
・
台
所
、
東
側
に
入
側
縁
、

北
側
に
下
屋
附
属

離
座
敷

桁
行
一
一
・
八
二
メ
ー
ト
ル
、

梁
間
七
・
二
八
メ
ー
ト
ル
、
一

重
、
切
妻
造
、
板
葺
（
現
・
鉄

板
葺
）。
東
西
各
面
に
入
側
縁
、

北
面
に
下
屋
附
属
。
主
屋
と
の

間
に
渡
り
廊
下
桁
行
四
・
五
七

メ
ー
ト
ル
、
梁
間
二
・
九
四
メ

ー
ト
ル

中
門

薬
医
門
、
桁
行
二
・
二
八
メ
ー

ト
ル
、
梁
間
一
・
三
七
メ
ー
ト

ル
、
切
妻
造
、
板
葺
（
現
・
鉄

板
葺
）

附
・
棟
札
一
枚

尖
頭
型
主
屋
祈
祷
札
「
明

和
五
歳
子
今
月
今
日
　
祀

官
小
佐
野
官
冶
」
の
記
の

あ
る
も
の

・
家
相
図
一
枚

「
明
治
廿
年
十
二
月
上
浣

小
俣
興
齋
撰
」
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